
保護猫シェルターのお世話スタッフさん募集

「NPO法人侍にゃぱん」では、殺処分0（ゼロ）を目指し、成人猫や子猫を保護しています。猫たちと一緒に遊んだり、
過ごしたりしながら猫のお世話をしたり、会のスタッフの一員として活動を支えたりしてくださる方を募集します。具体的
には次のような内容があり、ご自身がやってみたい活動を選択していただけます。・保護猫（成猫、子猫、乳飲み子）の
食事やトイレのお世話・保護猫の通院のお手伝い・清掃・パネル展スタッフ・オープンデイナイトスタッフ・募金活動
スタッフ・ご自宅での一時預かりボランティアスタッフなど。
活動してくださる方に老若男女問いません（18歳未満の方は保護者の同意が必要です）。猫が好きな方、大歓迎です。
乳飲み子猫は慣れるまで経験者がフォローします。なお、2016年春から
保護猫カフェとしても稼働予定です。ボランティアスタッフさんの中から
カフェスタッフさん、有償ボランティアスタッフさんへの登用をご相談する
場合があります。
●日　　時／ ご相談に応じます。
●場　　所／ 侍にゃぱん保護シェルター（札幌市北区篠路9条6丁目1-3）
●交通機関／ JR「篠路駅」より徒歩25分、中央バス「篠路9条4丁目停留所」下車徒歩3分
●お問合せ／ NPO法人侍にゃぱん＜担当：齋藤＞
 メール info@nyapan.jp　TEL・FAX：011-214-0610　携帯：080-5652-5827　ホームページ http：//nyapan.jp
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当コーナーは、北海道労働金庫社会貢献助成制度より助成を受けています。

～NPOのちょっとした疑問にお答えします。～

法76

中間法人とは、社員（構成員）に共通する利益を図ることを目的とし、
かつ、剰余金を社員（構成員）に分配することを目的としない団体で

あって、中間法人法により設立されたものをいいます。中間法人とNPO法人
の違いは、NPO法人は「不特定かつ多数の者の利益を図る」ことを目的とする
団体であるのに対し、中間法人は「社員（構成員）に共通する利益を図る」ことを
目的としている点です。中間法人の具体例は、同窓会、同好会、親睦団体、互助
会等です。これらは、公益目的でも営利目的でもない団体ですが、中間法人法
に従って中間法人としての法人化が可能です。
 下矢洋貴弁護士（佐々木総合法律事務所TEL：011-261-8455）

このたびNPO法人の
設立を予定しており

ますが、NPO法人と「中間法
人」の違いを教えて下さい。
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月刊ボラナビの発行は、企業や個人の方々からの寄付金でまかなわれています。10,000円以上の寄付金や、この
欄への10,800円の寄付広告をいただいた際は、お名前をご紹介しています。また、札幌市のさぽーとほっと基
金を介すれば、個人・法人共に税控除・損金算入が可能です。問札幌市市民まちづくり局TEL：011-211-2964

株式会社土屋ホーム様
富永マサ子様
中道リース株式会社様
株式会社プリプレス・センター様
フルテック株式会社様

北雄ラッキー株式会社様
北海道銀行様
北海道新聞社様
松岡恭子様
森田雄二様

有限会社九十郎　小松様
城宝和茂様
進藤芳彦様
生活クラブ　生活協同組合様

市民団体の無料広報については北海道新聞社会福祉振興基金より助成を受けています。

ボラナビを支援してくださった方 （々タチツ順）
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● 無料掲載枠と有料・広告枠への情報をお待ちしています。
料金はホームページ参照またはお問い合わせください。

● 掲載した団体様の声をサイトで紹介しています。
● 入稿はホームページの入稿フォーム、またはFAXや郵便
でお送りください。TEL・FAX ： 011-242-2042 
3月25日締切で5月号掲載です。

●ボラナビへのお振込み／
　加入者名「エックスナビ」
　ゆうちょ銀行　02700-1-5671
　北洋銀行北七条支店　普通3662056
　北海道銀行札幌駅北口支店　普通0816050
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